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例
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案

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
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正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
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三
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二
月
四
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事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
一
号
イ
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
⑶
　
勤
務
日
数
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

　
第
十
三
条
第
一
号
中
「
特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
」
を
「
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

　
　
イ
　
特
定
職
に
引
き
続
き
在
職
し
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
非
常
勤
職
員

　
　
ロ
　
勤
務
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
東
京
都
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
よ
る
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
の
改
正
を
踏
ま
え
、
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
の
取
得
対
象
と
な
る
職
員
の
勤
務
日
数
等
の
要
件
に
係
る
規
定
を
定

め
る
必
要
が
あ
る
。
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